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21ページ目：はじめに
ストーリー（伝えたいこと）

●皆さん、普段自転車に乗っていますか？
●実は、自転車と歩いている人がぶつかって、相
手が大きなけがをしたり、亡くなってしまった
事故が起きてます。

●自転車で事故を起こしてしまうと、自転車を運
転していた人の責任になります。

●そのとき自転車を運転していた人は、５千万円
とか、９千万円とか、たくさんのお金を払って
つぐなうことになります。

●みなさん、自転車のルールをしっかり確認して、
事故を起こさないようにしましょう。

教える前に確認ください。

●横浜市では、教える方が自
転車ルールを学べるよう、
「サイクルルールブック よ
こはま」を用意しています。

●ホームページでご一読くだ
さい。



32ページ目：自転車の通行場所
ストーリー（伝えたいこと）

●一番大事なことは「自転車はクルマの仲間であ
る」こと、「車道を走るときはクルマやバイク
と同じ向きに走る（左側通行）」ことです。

●クルマやバイクと違う向きに走ることは絶対に
いけません。
正しく運転している自転車やクルマとぶつかる
危険があります。

教える前に確認ください。

●ルールブックp２～３で、
自転車の通行場所について、
解説しています。



42ページ目：自転車の通行場所（補足）
コラム「車道の左側を通行するメリットは？」

●車からの視認性が高く、事故にあいにくい
車道を走る自転車は、クルマからの視認性も高
く交差点での出会いがしらの事故に最もあいに
くいというデータがあります。

●歩いている人との事故を防げる
歩道は、子どもからお年寄りまで様々な人が歩
いています。歩ている人をよけながらスピード
を出して走ると危険です。

●段差や障害物が無いため走りやすい
段差や植え込みなどの障害物がなく、道も車両
用に整備されていて走りやすいです。

出典：自転車事故発生状況の分析（土木技術資料 Vol51 No4,2009金子正洋 他）

東京都内の幹線道路のうち、ある15.2kmの区間を対
象に、2002年～2005年に発生した、細街路から侵入
してくる自動車と幹線道路を走行中の自転車事故79
件について、自転車の通行位置別に示したもの

ドライバーが交差点を出ると
きは、車道の左側を通行する
車両に特に注意します！
車道の右側や歩道を通行する
自転車には気づきにくいので
す。



52ページ目：交差点の渡り方
ストーリー（伝えたいこと）

●交差点でも、「車道を走るときはクルマやバイ
クと同じ向きに走る（左側通行する） 」よう
にしてください。

●間違えやすいのは、「右に曲がるとき（右折す
るとき）」です。

●自転車で右に曲がるときは、「２回に分けて横
断（２段階右折）」が基本です。

●まず、１回目は、道路をまっすぐ渡って②で止
まります。
身体を右に向きを変えて、２回目は、信号をみ
て青になったら、③に進みます。

●絶対にクルマと同じように、右に曲がってはい
けません。向こうからまっすぐ来るクルマとぶ
つかる危険があります。

教える前に確認ください。

●ルールブックp9～p12にか
けて、交差点の通行方法に
ついて解説しています。



62ページ目：歩道通行の方法
ストーリー（伝えたいこと）

●基本は、車道を走りますが、特別に歩道を走れ
るときがあります。

●１つ目は、「普通自転車歩道通行可」の標識が
ついている歩道を走るときです。

●２つ目は、走りたい車道が、工事をしている、
路上駐車の車が並んでいるなど、無理に走ると
危ないときです。

●このときは、歩道を走ってもいいですが、走る
ときは車道側をゆっくり走ります。
歩いている人の安全を守りましょう！

教える前に確認ください。

●ルールブックp６～7で、例
外的に歩道通行が認められ
る場合について、解説して
います。



73ページ目：安全運転の義務
ストーリー（伝えたいこと）

●ルールブックp13～p16で、
安全運転の義務について解
説しています。

●中学生・高校生の世代で、
違反が多い項目ですので、
確認ください。

●ここで、みなさん、自分の運転を振り返ってみ
ましょう。

●大音量で音楽を聴きながら、スマホを見ながら、
傘をさしながらなど、安全に運転できない状態
になっていたら、道路交通法に違反します。

●また、暗いときはライトをつけて周りからよく
見えるようにしましょう。

●まちでよく見かける、ほかの自転車と横に並ん
で走ることも違反です。

教える前に確認ください。



83ページ目：自転車運転者講習制度
ストーリー（伝えたいこと）

●危ない運転をした人は、「自転車運転者講習」
を受けることになります。

●３年の間に２回以上、危ない運転をして、検挙
された人が対象になっています。

●危険な行為とは、例えば信号を守らない、歩い
ている人の邪魔になるような走り方をするなど、
があります。

●今回、確認した自転車のルールを守って、
事故や違反をしないようにしましょう。

●ルールブックp16で、自転
車運転者講習制度について
解説しています。

教える前に確認ください。



94ページ目：自転車保険
ストーリー（伝えたいこと）

●最後になりますが、神奈川県では自転車保険の
加入が義務化されています。自転車に乗る人は
自転車保険に加入しなければなりません。

●この機会に、自分が自転車保険に加入している
か確認しましょう。
もし、加入していないときは、万が一の事故に
備えて、自転車保険に入りましょう。

●自転車保険は、様々な種類や入り方があるので、
保護者の方と一緒に、自転車保険のことを考え
てみてください。

横浜市 自転車保険 検索

詳しくは・・・
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